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・・・ 6個人タクシーの法令試験の実施について

令和６年度臨時動力車操縦者試験（限定）の施行について

（コスモ石油株式会社）

公　　　示

指定整備事業者の行政処分に係る聴聞の実施について
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公 示

道路運送車両法第１０３条及び行政手続法第１３条の規定に基づき、下記により聴聞

を実施する。

記

１．件 名

道路運送車両法第９４条の８第１項及び同法第９４条の４第４項の規定による

処分について

２．事業者の氏名又は名称及び住所

コスモ石油販売株式会社

代表取締役 石本 耕二

東京都中央区八丁堀四丁目７番１号

３．事業場の名称、所在地、認証番号及び指定番号

コスモ石油販売株式会社 鶴ヶ島整備工場

埼玉県鶴ヶ島市大字太田ヶ谷６４３番地４３

認証番号 第４－５４３６号

指定番号 関東指第４－１３９７号

４．期 日

令和６年１０月１８日（金）９時３０分

５．場 所

関東運輸局 自動車技術安全部基準緩和等ヒアリングルーム

神奈川県横浜市中区北仲通５丁目５７番地

横浜第２合同庁舎１８階

６．理 由

道路運送車両法第９４条の５第１項、同法第９４条の５第５項及び同法第９

４条の６第１項の規定違反

令和６年１０月７日

関東運輸局長

藤田 礼子
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◎個人タクシーの法令試験の実施について

平成１４年１月３１日付けで公示した「個人タクシー事業の許可等に係る法令の試験の実施について」

に基づき、下記により実施する。

令和６年１０月１０日

関 東 運 輸 局 長

営  業  区  域 特別区 ・ 武三交通圏 、 北多摩交通圏 、 南多摩交通圏

京浜交通圏 、県央交通圏

千葉交通圏 、京葉交通圏 、東葛交通圏

県南中央交通圏 、県南東部交通圏 、県南西部交通圏

中 ・ 西毛交通圏

宇都宮交通圏

試 験 対 象 者 ①

②

③

試験実施日時 令和 ６ 年 １１ 月 １６ 日（ 土 ）

①　特別区・武三交通圏、京浜交通圏

試験実施場所 東京都豊島区西巣鴨３－２０－１

大正大学

※　なお、試験会場については、試験実施通知書により受験者へ通知する。

公　　示

群 馬 県

神奈川県

令和６年８月１日から令和６年８月３１日までに事前試験の受験申込をし、

下記日時に実施する試験の通知を受けた者

令和６年６月１日から令和６年９月３０日までに譲渡譲受の認可申請をし、

東 京 都

千 葉 県

埼 玉 県

栃 木 県

（備考）試験に関する問合わせ先　関東運輸局自動車交通部旅客第二課監理第一係　電話番号045(211)7246

下記日時に実施する試験の通知を受けた者

１３時００分から１５時００分まで

②　その他の交通圏

１３時００分から１４時５０分まで

令和６年９月２日から令和６年９月３０日までに許可の申請をし、

下記日時に実施する試験の通知を受けた者
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